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第 １３ 号 

専決処分の報告及び承認について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

 令和８年６月５日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

専第 ５６ 号 

   熊本県税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県税条例等の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和８年３月３１日専決 

                          熊本県知事 木 村 敬 

熊本県税条例等の一部を改正する条例 

 （熊本県税条例の一部改正） 

第１条 熊本県税条例（昭和２９年熊本県条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「（自動車税の環境性能割（法第１４５条第１号に規定する環境性能

割をいう。附則第３条の２を除き、以下「環境性能割」という。）にあっては、自動車

税事務所長）」を削る。 

第２３条第１項中「、環境性能割」を削り、「種別割」を「自動車税」に改める。 

第９９条第１項を次のように改める。 

自動車税は、道路運送車両法（昭和２６年法律第８５号）第２条第２項に規定する

自動車のうち、同法第３条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のう

ち三輪以上のもの（以下この節において「自動車」という。）に対し、その所有者に

課する。 

第９９条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「自動車税」に、「、第１項」を

「、前項」に改め、同項を同条第２項とする。 

第９９条の２第１項中「、自動車税の賦課徴収については」及び「自動車の取得者及

び」を削り、同条第２項中「自動車の取得者及び」を削り、同条第３項及び第４項を削

る。 

第１００条第２項中「種別割」を「自動車税」に改める。 

第１００条の２から第１００条の８までを削る。 

第１０１条の見出し及び同条第１項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第２項

中「種別割」を「自動車税」に改め、「同項」の次に「（同号に係る部分に限る。）」

を加え、同条第３項及び第４項中「種別割」を「自動車税」に改める。 

第１０２条（見出しを含む。）、第１０３条（見出しを含む。）及び第１０４条（見
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出しを含む。）の規定中「種別割」を「自動車税」に改める。 

第１０５条の見出し並びに同条第１項及び第２項中「種別割」を「自動車税」に改め、

同条第３項中「新規登録」を「道路運送車両法第７条第１項に規定する新規登録（次項、

次条並びに第１０６条第１項及び第２項において「新規登録」という。）」に、「種別

割」を「自動車税」に改め、同条第４項本文中「種別割を」を「自動車税を」に、「収

納計器」を「知事が指定した熊本県税証紙代金収納計器（以下この条において「収納計

器」という。）」に、「種別割額」を「自動車税額」に改め、「収納印」の次に「（規

則で定める形式の印影をいう。以下この条において同じ。）」を加え、同項ただし書中

「種別割額」を「自動車税額」に改め、「納税済印」の次に「（規則で定める形式の印

影をいう。）」を加え、「種別割」を「自動車税」に改め、同条第５項及び第６項を次

のように改める。 

５ 知事は、前項の規定により収納計器を指定し、又は取扱人を指定したときは、直ち

にこれを告示しなければならない。これらの指定を取り消したときも、同様とする。 

６ 第４項の収納印で著しく汚染し、又は毀損したものは、無効とする。 

第１０５条に次の２項を加える。 

７ 前２項に規定するものを除くほか、収納計器の取扱いに関し必要な事項は、規則で

定める。 

８ 第４項の申告書又は報告書が提出されなかったことにより、第３項の規定により自

動車税を証紙徴収の方法によって徴収することができない場合には、当該自動車税の

徴収については、普通徴収の方法による。 

第１０５条の２の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「地方税関係手

続用電子情報処理組織」を「法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報

処理組織」に、「地方税共同機構」を「法第７６１条に規定する地方税共同機構」に、

「当該登録」を「当該新規登録」に、「種別割」を「自動車税」に改める。 

第１０６条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第１項中「種別割」を

「自動車税」に、「移転登録」を「同法第１３条第１項の規定による移転登録（以下こ

の条において「移転登録」という。）」に改め、同項第５号中「第９９条第３項」を「

第９９条第２項」に改め、同条第２項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第３項

中「種別割」を「自動車税」に、「第２項」を「前項」に改める。 

第１０７条（見出しを含む。）、第１０７条の２の見出し及び同条第１項並びに第１

０８条（見出しを含む。）中「種別割」を「自動車税」に改める。 

第１０９条の見出し及び同条第１項中「種別割」を「自動車税」に改め、同項第５号

中「身体障害者等」を「身体又は精神に障害があるため歩行が困難な身体障害者、戦傷

病者、知的障害者又は精神障害者で規則で定めるもの（以下この条において「身体障害
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者等」という。）」に改め、同項第７号中「医療法」の次に「（昭和２３年法律第２０

５号）」を加え、同条第３項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第４項中「種別

割」を「自動車税」に、「運転免許証」を「身体障害者等又は身体障害者等と生計を一

にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を

常時介護する者の運転免許証（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条第１

項に規定する運転免許証をいう。）」に改め、「免許情報記録個人番号カード」の次に

「（同法第９５条の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下この

項において同じ。）」を、「特定免許情報」の次に「（同法第９５条の２第２項に規定

する特定免許情報をいう。）」を加え、同条第５項中「種別割」を「自動車税」に改め

る。 

附則第３条の２を削る。 

附則第６条の７及び第７条中「令和８年３月３１日」を「令和１３年３月３１日」に

改める。 

附則第８条の５から第８条の１２までを削る。 

附則第９条の前の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第１項中「法第１

４９条第１項第１号に規定する電気自動車」を「電気を動力源とする自動車で内燃機関

を有しないもの」に、「次条第２項」を「次条第３項」に、「法第１４９条第１項第２

号に規定する天然ガス自動車」を「専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる

自動車で総務省令で定めるもの」に、「法第１４９条第１項第３号に規定する電力併用

自動車をいう。次条第２項」を「内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省

令で定めるものを動力源として用いるものであって、廃エネルギーを回収する機能を備

えていることにより大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２条第１７項に規定

する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。第１号

及び次条第３項」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同項各号を次のように改める。 

(1) ガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいう。第３ 

項第１号において同じ。）又は石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料と

して用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車（電力併用自動車のうち、動

力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定め

るものをいう。次号、次項第３号及び第３項第１号において同じ。）に該当するも

のを除く。同項第２号において同じ。）で平成２７年３月３１日までに最初の道路

運送車両法第７条第１項に規定する新規登録（以下この条及び次条第１項において

「初回新規登録」という。）を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して

１４年を経過した日の属する年度 

(2)  軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電 
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力併用自動車に該当するものを除く。第３項第３号において同じ。）その他の前号

に掲げる自動車以外の自動車で平成２９年３月３１日までに初回新規登録を受けた

もの 初回新規登録を受けた日から起算して１２年を経過した日の属する年度 

附則第９条第２項中「令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年

４月１日から令和１０年３月３１日まで」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同項

第２号中「法第１４９条第１項第２号イに規定する排出ガス保安基準」を「自動車排出

ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準（以下この号及び次項各

号において「排出ガス保安基準」という。）」に、「法第１４９条第１項第２号ロに規

定する平成２１年天然ガス車基準」を「同法第４１条第１項の規定により平成２１年１

０月１日（同法第４０条第３号に規定する車両総重量が３．５トンを超え１２トン以下

の天然ガス自動車にあっては、平成２２年１０月１日）以降に適用されるべきものとし

て定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの」に改め、同項第３号中「法第

１４９条第１項第３号に規定する」を削り、同項第４号から第６号までを削り、同条第

３項を次のように改める。 

３ 次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車に対する第１０１条第１項の規定の適用

については、当該営業用の乗用車が令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの

間に初回新規登録を受けた場合には、令和８年度分の自動車税に限り、前項の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

(1) ガソリン自動車（充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。）のうち、

窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第４１条第１項の規定により平成３０年１０

月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で

定めるものに定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの又は窒素酸化物の排

出量が同項の規定により平成１７年１０月１日以降に適用されるべきものとして定

められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の４分

の１を超えないものであって、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへ

の転換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第１５１条第１号イに規定する

エネルギー消費効率（以下この項及び附則第９条の３第１項において「エネルギー

消費効率」という。）が同法第１４９条第１項の規定により定められるエネルギー

消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定める

エネルギー消費効率（以下この号において「基準エネルギー消費効率」という。）

であって令和１２年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められた 

もの（次号及び第３号において「令和１２年度基準エネルギー消費効率」という。） 

に１００分の９０を乗じて得た数値以上かつ基準エネルギー消費効率であって令和
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２年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの（次号及び

第３号において「令和２年度基準エネルギー消費効率」という。）以上のもので総

務省令で定めるもの 

(2) 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第４１条第１項

の規定により平成３０年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排

出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の２分の１を超え

ないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成１７年１０月１日以降に

適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないものであって、エネルギー消費効率が

令和１２年度基準エネルギー消費効率に１００分の９０を乗じて得た数値以上かつ

令和２年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの 

(3) 軽油自動車のうち、道路運送車両法第４１条第１項の規定により平成３０年１

０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令

で定めるもの又は同項の規定により平成２１年１０月１日以降に適用されるべきも

のとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するものであ

って、エネルギー消費効率が令和１２年度基準エネルギー消費効率に１００分の９

０を乗じて得た数値以上かつ令和２年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務

省令で定めるもの 

附則第９条の２第１項中「第９９条第２項」を「道路運送車両法第２条第５項」に、

「種別割」を「自動車税」に改め、同条第３項中「種別割」を「自動車税」に改める。 

附則第９条の３（見出しを含む。）中「種別割」を「自動車税」に改める。 

（アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴

収の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦 

課徴収の特例に関する条例（昭和２７年熊本県条例第５０号）の一部を次のように改正

する。 

  題名を次のように改める。 

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の

特例に関する条例 

第１条中「の種別割」を削る。 

第２条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「種別割（以下「種別割」

という。）」を「自動車税」に改める。  

第３条の見出し及び同条第１項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第２項中「

種別割」を「自動車税」に、「第１００条の６第１項」を「第１０５条第４項」に改め、
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同条第３項及び第４項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第５項中「種別割額」

を「自動車税額」に、「第１００条の６第１項」を「第１０５条第４項」に改め、同条

第６項中「第１００条の６第２項から第４項まで」を「第１０５条第５項から第７項ま

でに」改める。 

第４条第２項及び第５条中「種別割」を「自動車税」に改める。 

（熊本県税災害減免条例の一部改正） 

第３条 熊本県税災害減免条例（昭和３８年熊本県条例第１２号）の一部を次のように改 

正する。 

第５条を次のように改める。 

第５条 削除 

第６条の見出し中「の種別割」を削り、同条各号列記以外の部分中「の種別割（以下

「種別割」という。）を削り、「種別割について」を「自動車税について」に、「種別

割額」を「自動車税額」に改め、同条第１号中「種別割」を「自動車税」に改め、同条

第２号中「種別割額」を「自動車税額」に改める。 

（熊本県自動車税事務所条例の一部改正） 

第４条 熊本県自動車税事務所条例（昭和４０年熊本県条例第３３号）の一部を次のよう 

に改正する。 

  第１条中「並びに附則第３条の２」を削る。 

（熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部改正） 

第５条 熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

に基づく個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例（平成２７年熊本県条例

第５７号) の一部を次のように改正する。 

別表第２の２の項中「並びに地方税法附則第２９条の１０第１項の規定により知事が

行うものとされた軽自動車税の環境性能割の減免」を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （軽油引取税に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に熊本県税条例第９２条第１項若 

しくは第２項に規定する軽油の引取り、同条第３項の燃料炭化水素油の販売、同条第４

項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第５項の炭化水素油の消費若しくは同条

例第９３条第１項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に

軽油引取税の特別徴収義務者が同条例第９２条第６項の規定に該当するに至った場合に
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おいて課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。 

 （自動車税に関する経過措置） 

３ 第１条の規定による改正後の熊本県税条例の規定中自動車税に関する部分は、令和８

年度以後の年度分の自動車税について適用する。 

４ 施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前

の例による。 

５ 令和７年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

６ 施行日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割の賦課

徴収に関する事務は、なお従前の例による。 

７ 施行日前の代替自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割の免除については、

なお、従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


